
船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護サービス事業者が新規に雇用した介護職員の宿舎借り上げに要

する費用の一部を補助することにより、介護サービス事業者の費用負担の軽減及び介護

職員の働きやすい環境を整備し、もって本市における介護職員の就業促進及び介護サー

ビスの安定的な供給に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 介護サービス事業者 次に掲げるいずれかの事業を行う指定介護サービス事業所で

あって市内に所在するもの（以下「介護サービス事業所」という。）を運営する者をい

う。 

ア 訪問介護 

イ 訪問入浴介護 

ウ 通所介護 

エ 通所リハビリテーション 

オ 短期入所生活介護 

カ 短期入所療養介護 

キ 特定施設入居者生活介護 

ク 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

ケ 夜間対応型訪問介護 

コ 地域密着型通所介護 

サ 認知症対応型通所介護 

シ 小規模多機能型居宅介護 

ス 認知症対応型共同生活介護 

セ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

ソ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

タ 看護小規模多機能型居宅介護 

チ 介護老人福祉施設 



ツ 介護老人保健施設 

テ 介護医療院 

⑵ 介護職員 次に掲げるいずれにも該当する者をいう。 

ア 介護サービス事業者との雇用契約に係る雇用開始日（以下「雇用開始日」という。）

が、申請日の属する年度の４月１日以降（申請日の属する年度の前年度の３月２日

から３月３１日までの間に雇用開始となった場合は、申請日の属する年度の４月１

日より雇用開始したものとみなす。）であること。ただし、過去にこの要綱による補

助を受けている場合については、この限りでない。 

イ 雇用開始日が属する年度から起算した補助を受けようとする月の属する年度の数

が４を超えないこと。 

ウ 各月初日において、介護サービス事業所で介護職員又は訪問介護員として従事し

ていること並びに従事している介護サービス事業所を適用事業所とする社会保険の

被保険者であること（以下「常勤」という。）。 

エ 各月初日において、宿舎の所在地がその者の住民票の住所として記録されている

こと。 

オ イに規定する期間を除き、過去にこの要綱による補助を受けたことがないこと。 

カ 雇用開始日前１年以内に他の介護サービス事業者が運営する市内の介護サービス

事業所において、常勤の介護職員又は訪問介護員としての勤務実績がないこと。 

⑶ 宿舎 介護サービス事業者が介護職員を居住させるために借り上げた住居のうち、

次に掲げるいずれにも該当するものをいう。 

ア 市内に所在していること。 

イ 介護サービス事業者の代表者、役員、又はその利害関係者が所有するものではな

いこと。 

ウ 介護職員と宿舎の使用に関する契約等を締結していること。 

エ 介護職員が１名以上居住していること。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱に基づく補助金（以下「補助金」という。）を受けることができる者は、

介護サービス事業者とする。 

２ 補助金を受けることができる者は、市税に滞納がない者とする。なお、市長が必要が

あると認める場合は、この限りでない。 



（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象とする事業は、介護サービス事業者が介護職員を居住させる

ための宿舎に係る賃貸借契約を締結し、介護職員を宿舎に居住させる事業とする。 

２ 補助金の交付の対象となる前項に規定する事業の期間は、補助金の交付を受けようと

する年度ごとに、当該年度の４月１日から翌年の３月末日までの期間のうち市長が認め

る期間とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条第１項

の賃貸借契約に要する経費で、賃借料、共益費又は管理費、礼金、更新料その他市長が

認める経費（以下「必要経費」という。）として介護サービス事業者が負担する経費とす

る。ただし、介護職員が必要経費を負担し、その全部又は一部を介護サービス事業者が

負担する場合には、当該負担する額を補助対象経費とすることができる。 

２ 前項の礼金及び更新料については、賃貸借契約に係る期間の月数で除して得た額を、

各月の補助対象経費に計上することができるものとする。  

３ 介護サービス事業者が、介護職員から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該使用

料等の額を必要経費から控除したものを補助対象経費とする。 

４ 補助対象経費は、１戸当たり月額５０，０００円を限度とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（交付の申請） 

第７条 介護サービス事業者が補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める

期間内に、船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に関

係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付の決定及び条件） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が適正であるか審査し、

適正と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を附す

るものとする。 



⑴ 事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）、もしくは、事業を中止し、

又は廃止をする場合には、市長の承認を得ること。 

⑵ 補助金と事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該

収入及び支出についての証拠書類を整理し、これらを事業完了の日（事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管すること。 

⑶ 補助金の趣旨に鑑み、補助金により介護職員の給与の水準を低下させてはならない。

ただし、業績等に応じて変動する場合については、この限りでない。 

（交付決定の通知） 

第９条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びその条件を船橋市

介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により第７条の規

定による申請をした者（以下「申請者」という。）に通知するものとする。 

（交付申請の取下げ） 

第１０条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、決定内容又はこれに

附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は

なかったものとみなす。 

（承認申請） 

第１１条 第８条第２項第１号の規定により承認を受けようとするときは、船橋市介護職

員宿舎借り上げ支援事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（第３号様式）を市長に

提出しなければならない。 

（変更等承認申請における手続） 

第１１条の２ 第９条の規定は前条の申請を受け付けた場合について、準用する。 

（実績報告） 

第１２条 申請者は、市長が定める期間内に、船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助

金実績報告書（第４号様式）に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。 

（額の確定等） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査等により、そ

の報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するも

のであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、



その旨を船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金確定通知書(第５号様式)により申

請者に通知する。 

 (交付の時期等) 

第１４条 補助金は、第１３条の規定により確定した額を交付決定に係る事業が完了した

後において交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該事業の完了前に

補助金の概算払をすることができる。 

２ 申請者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、船橋市介護職

員宿舎借り上げ支援事業補助金概算払請求書（第６号様式）により市長に請求しなけれ

ばならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 偽りその他不正の手段により補助金交付決定を受け、又は補助金の交付を受け

た申請者があるときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金

の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。 

（留意事項） 

第１６条 介護サービス事業者は、介護職員が、雇用開始日から概ね３年以内に、社会福

祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第２条第２項に規定する介護福祉士

の資格を取得又は介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２２条の２３

第１項に規定する介護職員初任者研修課程の研修若しくは同法第４０条第２項第５号に

規定する研修（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）

第２１条第１項第３号に規定する知識及び技能の修得を含む。）を修了できるよう支援に

努めなければならない。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年６月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この要綱の施行の日前に交付すべき額が確定した補助金に係る交付の請求については、

なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第３号様式） 
 

船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書 
  

   年  月  日 
  船橋市長 あて 

所  在  地 
事 業 者 名 
代表者職・氏名                   

 
  年  月  日付け第     号で交付決定のあった   年度船橋市介護職員宿

舎借り上げ支援事業補助金について、当該事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいの

で、船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱第１１条の規定により承認を申

請します。 
 
１ 変更（中止・廃止）理由 
 

 
２ 変更内容 

（１）変更前 
 

 

 
（２）変更後 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



（第５号様式） 
 

  船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金確定通知書 
 

第     号 
   年  月  日 

所    在    地 
 事  業  者  名 
 代表者職・氏名           様 

船橋市長          印 
 

   年  月  日付けで実績報告のあった事業について、次のとおり補助金の額を確

定したので、船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱第１３条の規定により、

通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定年月日  年  月  日 番 号   第     号 

補助年度 年度 

交付決定額                     円 

補助金所要額                     円 

交付確定額                     円 

補助金支払済額                     円 

補助金精算額                     円 



（第６号様式） 
 

船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金概算払請求書 
 

   年  月  日 
 

船橋市長 あて 
 

所  在  地 
事 業 者 名 
代表者職・氏名                  

 
   年  月  日付け第    号で交付決定のあった＿＿年度船橋市介護職員宿舎

借り上げ支援事業補助金について、船橋市介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

第１４条第２項の規定により、次のとおり概算払されるよう請求します。 
 

 
請求金額   金           円 

 

 

 
 

預 金 種 別  

振 込 先  

振込口座番号  

名 義 人  


